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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 
 
１ 日 時  

平成２３年２月２日（水） 
    開会 １４時３０分  
    閉会 １６時３５分 
 
２ 場 所  

教育委員室 
 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 
出席者 清水明委員長、丹保健一委員、竹下譲委員、牛場まり子委員、向井正治教育長 
欠席者 なし 
  

４ 出席職員 
   教育長 向井正治（再掲） 
   教育支援分野総括室長 真伏利典  学校教育分野総括室長 松坂浩史 

社会教育・スポーツ分野総括室長 田畑知治 研修分野総括室長 長野修 
経営企画分野 
 教育総務室長 平野正人生 予算経理室長 加藤正二 予算経理室副室長 藤森正也 
教育改革室長 岩間知之 教育改革室副室長 梅澤裕 教育改革室主幹 寺和奈 

教育支援分野 
 人材政策室長 木平芳定 人材政策室副室長 出口勤 人材政策室副室長 西浦昌宏 
 福利・給与室長 福本悦蔵 福利・給与室副室長 堀内英樹 

 
５ 議案件名及び採決の結果 

     件  名                               審議結果  
議案第６２号 平成２３年度三重県一般会計予算について                 原案可決 
議案第６３号 平成２２年度三重県一般会計補正予算（第１１号）について     原案可決 
議案第６４号 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案           原案可決 
議案第６５号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案           原案可決 
議案第６６号 職員の懲戒処分について                     原案可決 
議案第６７号 知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案 原案可決 
       （教育長の給料の額の特例及び公立学校職員の管理職手当の額の特例関係） 
議案第６８号 特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 
       改正する条例案（教育委員会の委員の報酬額関係）         原案可決 
         

６ 審議の概要 
・開会宣告 
  清水明委員長が開会を宣告する。 
 
・会議成立の確認 
  全委員出席により会議が成立したことを確認する。 
 
・前回教育委員会（平成２３年１月２０日開催）審議結果の確認 

 前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員承認する。 
 
・議事録署名人の指名     

牛場委員を指名し、指名を了承する。 
 
・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 
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議案第 62 号、議案第 63号、議案第 64 号、議案第 65 号、議案第 67 号、議案第 68 号が県議会提出前の
ため、議案第 66 号が人事案件のため、非公開で審議することを承認する。 
 会議の進行は、非公開の議案第 62 号、議案第 63 号、議案第 64 号、議案第 65 号、議案第 67 号、議案
第 68 号、議案第 66号の順とすることを確認する。 
 

・審議内容 
議案第 62 号 平成 23 年度三重県一般会計予算について（非公開） 

予算経理室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 
 
・審議内容 
議案第 63 号 平成 22 年度三重県一般会計補正予算（第 11 号）（非公開） 

予算経理室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 

 
・審議内容 
議案第 64 号 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案（非公開） 

教育改革室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 

   
・審議内容 
議案第 65 号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案（非公開） 

人材政策室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 

   
・審議内容 
議案第 67 号 知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案（教育長の給料の額の特

例及び公立学校職員の管理職手当の額の特例関係）（非公開） 
福利・給与室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 

 
・審議内容 
議案第 68 号 特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案（教育委

員会の委員の報酬額関係）（非公開） 
教育総務室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 

  
 

・審議内容 
議案第 66 号 職員の懲戒処分について（秘密会） 

人材政策室長説明が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 

   
 


